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直結増圧式給水設計施行基準 

 

１ 目的 

この基準は、直結増圧式給水装置の設置により、直結給水の範囲が拡大され、小規模貯水槽等にお

ける衛生問題の解消、省エネルギーの推進及び設置スペースの有効利用などを図り、もって需要者へ

のサービス向上に寄与するために、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 定義 

直結増圧式給水とは、１５階建て程度までの中高層建物に対して受水槽を経由せず、給水管の途中

に直結給水用増圧装置（以下「増圧装置」という。）を設置し給水する方式をいう。 

 

３ 適用要件 

直結増圧式給水の適用要件は、次のとおりとする。 

(1) 対象区域は、給水区域内のうち、次の条件をすべて満たす区域とする。 

ア 給水管を取り出す配水管は、建築物の必要とする給水量を十分保有しており、申請地周辺の

管網状況や配水量の時期的な変動を考慮した場合においても、申請地周辺を含め給水に支障が

ないと判断されること。 

イ 配水管から給水管を分岐する箇所において、最小動水圧を０．１５ＭＰａ以上確保できるこ

と。 

(2) 対象建築物は、次の条件をすべて満たす建物とする。ただし、特別に鹿児島市水道事業及び公共

下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が認めた場合はこの限りではない。 

ア 瞬時最大給水量が５３０ℓ／min以下であること。 

イ 給水管口径が７５ｍｍ以下であること。 

ウ 使用圧力０．７５ＭＰａ以下の増圧装置で給水できること。 

エ メーター口径７５ｍｍ以下であること。 

(3) 適用除外とする建築物 

給水装置工事施行基準（以下「施行基準」という。）で、受水槽式給水とすることが必要とされ

ている次に掲げる建築物は、直結増圧式給水の対象外とする。 

ア 病院など、災害又は事故等による水道の断水時にも給水の確保が必要なもの 

イ 一時的に多量の水を必要とするもの、又は使用水量の変動が大きいものなど配水管の水圧

低下を引き起こすおそれのあるもの 

ウ 配水管の水圧の変動にかかわらず、常時一定の水量及び水圧を必要とするもの 

エ 有毒薬品を使用する工場など、逆流によって配水管の水を汚染するおそれのあるもの 

オ その他、直結増圧による給水が困難なもの 

 

 



４ 給水方式の併用 

(1) 直結増圧式給水と直結直圧式給水又は受水槽式給水との併用を認めるものとする。 

給水方式の併用方法については、別紙参照のこと。 

(2) 直結増圧式給水と直結直圧式給水を併用する場合、直結直圧式給水は、３階までとする。 

(3) 併用給水を行う建物の場合、他の給水方式の給水管との誤接続を防止するため、原則として、同

一階は同一の給水方式とする。 

(4) 併用給水を行う場合は、他の給水方式の給水管との誤接続を防止するため、配管に給水方式の

識別表示を行うこと。（着色、テープ及び文字等） 

 

５ 既設の受水槽式給水からの改造 

(1) 受水槽を撤去し、既設配管等をそのまま給水装置として使用する場合は、次に掲げる事項が給

水装置としての基準を満たすものであること。 

ア 水圧試験（０.７５ＭＰａ）を行い漏水のないもので、直結直圧式給水及び直結増圧式給水

に対応できるものであること。 

イ 水質検査を行い水道法（昭和３２年法律第１７７号）に基づく水質基準に適合しているこ

と。 

ウ 配管等の口径、材質が給水装置の構造、材質基準に適合していること。 

エ 給水引込管、メーター口径が直結増圧式給水の水理計算を満たすものであること。 

(2) 既設の高置水槽までを直結増圧式給水とする場合は、次の事項が給水装置としての基準を満た

すものであること。 

ア 高置水槽までの配管等は、上記５（1）を満たしているものであること。 

イ 高置水槽に、満水、減水警報装置を設置すること。 

 

６ 事前協議等 

(1) 事前協議 

直結増圧式給水による給水を受けようとする者（以下「申込者」という。）は、給水装置工事の

申請に先立ち、指定給水装置工事事業者（以下「指定給水工事業者」という。）を通じて、直結増

圧式給水事前協議書(様式第１号)を管理者に提出し、事前協議を行わなければならない。 

 また、指定給水工事業者は、直結増圧式給水事前協議書に定める事項について、事前調査及び現

地調査を十分に行うものとする。 

(2) 事前協議結果の回答 

管理者は、前号の事前協議の結果を直結増圧式給水事前協議（回答）書（様式第２号）により、

申込者に回答するものとする。 

 

７ 給水装置工事の申込み 

申込者は、前項の事前協議の結果、直結増圧式による給水が可能とされた建物に係る給水装置工事

の申込みを行うときは、指定給水工事業者を通じ、給水装置工事申請・設計書兼受水槽以下設備工事

届出書（鹿児島市給水条例施行規程（昭和５３年水道局規程第１４号、以下「規程」という。）に定め

る様式第１号）に維持管理誓約書（様式第３号）を添付し、管理者に提出するものとする。 

 



８ 管理人等の届出 

給水装置の維持管理については、管理人届を提出すること。また、管理人の氏名又は住所に変更が

あったときは、速やかに給水装置（所有者・使用者・管理人）異動届出書を管理者に提出すること。 

 

９ 設計 

(1) 配水管からの分岐  

ア 分岐可能な配水管の口径は、原則として５０ｍｍ以上３００ｍｍまでとする。 

イ 分岐できる給水管の口径は、分岐可能な口径（表－１）のとおりとする。ただし、配水管の

管網が整備されていない箇所や、中高層の建物が集中している箇所については、別途その都度

関係課と協議するものとする。 

 

       表－１   分岐可能な口径 

配水管口径 分岐できる給水管の口径 

５０ｍｍ ４０ｍｍ以下 

７５ｍｍ ５０ｍｍ以下 

１００ｍｍ以上 

３００ｍｍ以下 
７５ｍｍ以下 

 

ウ 同一敷地への引込管は原則として１か所とする。ただし、建物が独立しているものについて

は、各建物に引き込むことができるものとする。 

(2) 水理計算 

ア 設計水圧 

設計水圧は、管理者が別に定める「３階直結給水の事前協議を不要とする区域」又は最小動水

圧が０．２０ＭＰa確保できる区域は０.２０ＭＰａ、その他の区域は０.１５ＭＰａとする。 

イ 計画使用水量（瞬時最大使用水量） 

水理計算に用いる計画使用水量は、次により算定する。 

（ア）共同住宅等における同時使用水量の算定方法 

ａ 各戸使用水量と給水戸数の同時使用率による方法 

ｂ 戸数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法 

ｃ 居住人数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法 

（イ）同時に使用する給水用具を設定して計算する方法 

（ウ）給水用具給水負荷単位による方法 

(3) 増圧装置 

増圧装置は、水道法に基づく給水装置の構造及び材質の基準に適合したものとし、次の各号によ

るものとする。 

ア 増圧装置は、日本水道協会規格「水道用直結加圧形ポンプユニット（JWWA B 130）」又は同

等以上の性能を有すること。 

イ 増圧装置は、原則として建物１棟に対し１増圧装置とする。 

ウ 吸込側の水圧が異常に低下した場合（０．０７ＭＰａ以下）は、自動停止し、水圧が回復し

た場合（０．１０ＭＰａ以上）は、自動復帰すること。 



エ 増圧装置のポンプ吐出圧力は、０．７５ＭＰａ以下とし、建物の最上階など最も条件の厳し

い給水用具で必要な圧力が確保できること。 

オ 配水管水圧の変動及び使用水量に対応でき、安定給水が確保できること。 

カ 増圧装置には、故障時等の異常を早期に発見し事故を未然に防止するため、警報装置を設置

し警報ブザー又はランプ等で表示すること。 

キ 増圧装置及び吸込側、吐出側の配管との接続部には防振対策を施すこと。 

ク 増圧装置の設置場所は、原則として１階部分とする。また、定期点検や保守管理のために必

要な空間を確保し、施錠や隔離するなど保安対策を施すこと。 

  



(4) 増圧装置のポンプ吐出圧力 

増圧装置による吐出圧力の設定は次の算定式による。 

 

Ｐ＝（Ｐ４＋Ｐ５＋Ｐ６）－｛Ｐ０－（Ｐ１＋Ｐ２＋Ｐ３）｝ 

＝Ｐ１＋Ｐ２＋Ｐ３＋Ｐ４＋Ｐ５＋Ｐ６－Ｐ０ 

Ｐ ：増圧装置の全揚程 

Ｐ０：設計水圧 

Ｐ１：配水管と増圧装置の高低差 

Ｐ２：減圧式逆流防止器上流側の給水管及び給水用具の圧力損失 

Ｐ３：減圧式逆流防止器及び増圧装置の圧力損失 

Ｐ４：増圧装置下流側の給水管及び給水用具の圧力損失 

Ｐ５：末端最高位の給水用具を使用するために必要な圧力（０．０４９ＭＰａ） 

Ｐ６：増圧装置と末端最高位の給水用具との高低差 

Ｐ７：増圧装置の吐出圧力 （Ｐ４＋Ｐ５＋Ｐ６） 

ＰＸ：増圧装置直前の圧力 Ｐ０－（Ｐ１＋Ｐ２＋Ｐ３） 

 

 

  ＜直結増圧式給水の動水勾配線図＞ 

 

  



(5) メーターの設置 

ア メーター口径は、同時（瞬時最大）使用水量等を考慮し、施行基準に規定する水道メーター

口径決定表に基づき、適正なものを選定する。 

イ 基本となるメーター（以下「基本メーター」という。）の設置位置については、増圧装置より

配水管側の、原則として道路境界線に最も近接した敷地部分（屋外）で、検針及び取替作業が

容易 であり、かつ、損傷、凍結等のおそれがない場所とする。 

ウ 規程第２７条第１項の規定の適用を受けようとするときの各戸のメーター設置については、

「各戸検針及び各戸徴収に伴う共同住宅等の各戸メーター等設置基準（平成２３年３月２３日

制定、以下「各戸メーター等設置基準」という。）」によるものとする。 

エ 所有者の負担となる水道メーターを設置する場合においても、原則として各戸メーター等設置

基準によって設置するものとする。 

(6) メーターバイパスユニット 

基本メーター取替え時の断水による影響を回避するため、原則としてメーターバイパスユニッ

トを設置するものとする。ただし、専用住宅や小規模な事務所ビルなど、断水による影響が少ない

ものについてはこの限りではない。 

ア メーターバイパスユニットは、管理者が承認した製品とする。 

イ メーターバイパスユニット直近流入側には、止水栓又は仕切弁を設置すること。 

(7) 逆流防止装置 

基本メーターと増圧装置の間に、逆流防止装置を設置するものとする。 

ア 逆流防止装置は、日本水道協会規格「水道用減圧式逆流防止器（JWWA B134）」又は同等品以

上の性能を有するものとし、増圧装置の流入側に設置すること。 

イ 減圧式逆流防止器の流入側には止水栓及びストレーナを、流出側に止水栓を設置すること。 

ウ 減圧式逆流防止器からの排水は、間接排水とすること。 

(8) 吸排気弁 

立上がり管の末端に吸排気弁を設置すること。 

(9) 直圧用給水栓 

増圧装置の故障時又は停電時の断水に備え、増圧系統以外に直圧用給水栓を設置すること。 

(10) 危険防止 

給水装置には、当該増圧装置以外のポンプなど配水管の水圧などに影響を与えるおそれのある

機器類などを直接連結してはならない。 

 

１０ 維持管理 

維持管理については、維持管理誓約書の内容に基づき、給水装置の所有者が適正に行うこと。 

(1) 増圧装置及び減圧式逆流防止器は年１回以上の保守点検を行うこと。 

(2) 緊急時に迅速かつ的確な対応が図れるように、警報装置又は電話回線を利用した２４時間監視

装置等を設置すること。 

(3) 緊急時の連絡先を標示板に記入し、ポンプ室及び管理人室等に設置し周知を図ること。 

 

１１ 図式記号 

図面に使用する表示記号は次のとおりとする。 



名称 図式記号 名称 図式記号 

増圧装置 
 

 
 

減圧式逆流防止器 
 

 
 

 

１２ 増圧装置の設置を猶予する特例 

４階建て又は５階建ての建物において、配水管の水圧で最上階の末端水栓まで給水が可能な場合に

は、給水に支障がない間に限り、増圧装置の設置を猶予し、直結直圧式給水とすることができる。こ

の特例の適用を受けようとする場合は、管理者が別に定める基準によるものとする。 

 

１３ その他 

この基準に定めのない事項は、施行基準によるものとする。 

 

１４ 施行期日 

この基準は、平成１５年４月１日から施行する。 

 

付 則（平成１６年３月２５日一部改正） 

この基準は、平成１６年４月１日から施行するものとする。 

 

付 則（平成１８年３月１３日一部改正） 

この基準は、平成１８年４月１日から施行するものとする。 

 

付 則（平成２１年３月３１日一部改正） 

この基準は、平成２１年４月１日から施行するものとする。 

 

付 則（平成２３年３月２８日一部改正） 

（施行期日） 

１ この基準は、平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この基準の施行前までに、改正前の直結増圧式給水設計施行基準によりなされた申請等は、この

基準による改正後の直結増圧式給水設計施行基準の規定によってなされた申請等とみなす。 

 

付 則（平成２５年１月２８日一部改正） 

この基準は、平成２５年４月１日から施行するものとする。 

 

付 則（令和３年３月２６日一部改正） 

（施行期日） 

１ この基準は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この基準の施行前にこの基準による改正前のそれぞれの基準に規定する様式により作成された

BP N 



書類は、この基準による改正後のそれぞれの基準に規定する様式により作成された書類とみなす。 

 

  



別 紙 

 

１．直結増圧式給水図 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 直結増圧式 

 

 

 

(2) 高置水槽式（受水槽式からの改造に限る。） 

 

 
 

 

 

     凡  例 

メーター      

単式逆止弁      

増圧装置      

減圧式逆流防止器  

揚水ポンプ     

止水栓        

 

 

 

 

 



２．直結増圧式給水と直結直圧式給水又は受水槽式給水の併用図 

 

(1) 直結増圧式と直結直圧式の併用 

 

 

 

※直結直圧式と併用給水する場合は、直結直圧式給水階数は３階までとする。 

 

(2) 直結増圧式と受水槽式の併用 

 

 

 

  



様式第１（第６項第１号関係） 

 

 

  年  月  日 

鹿児島市水道事業及び 

公共下水道事業管理者殿 

 

申請者  住 所               

 

氏 名               

 

電話番号              

 

 

直 結 増 圧 式 給 水 事 前 協 議 書 

 

 

 

  直結増圧式給水を行いたいので、直結増圧式設計施行基準第６項第１号の規定に基づき、事前協議

書を提出します。 

 

 給水装置場所    鹿児島市      町      番地 

                       丁目     番          号 

 施 工 者     業者名 

 

           住 所 

           担当者 

           電話番号 

 

工事予定期間          年  月  日  ～      年  月  日 

 

添 付 書 類       位置図、配管詳細図、平面図、給水装置立体図 

             水理計算書、既設給水設備図、増圧装置・逆流防止装置カタログ 

 

 

 

 

 

 

 



 

工事種別 □ 新設 □ 改造 

建物概要 

建物階数  地上     階、地下     階 

建物種別     □ 新築     □ 既存 

建物用途 

□ 住宅    階～     階 （    戸） 

□ 店舗    階～     階 （    戸） 

□ 事務所   階～     階 （    戸） 

□ その他   階～     階 （    戸） 

給水方式 

□ 直結増圧式給水 

□ 既設高置水槽直結増圧式給水 

□ 直結直圧式給水との併用     （直圧    階～   階） 

□ 受水槽式給水との併用      （受水槽   階～   階） 

□ その他 

増圧装置 

メーカー名 型式名 

ポンプ口径         ㎜ 最大給水量 

ポンプ全揚程        ｍ 設計計算必要揚程      ｍ 

逆流防止装置 
メーカー名 

型式名 

計画使用水量 ℓ/分 ㎥/日 

配水管平均水圧等 

配水系統  配水池低水位        ｍ 

敷地標高         ｍ 最高水圧    Ｍｐa(   ㎏/cm2） 

調査年月日 年 月 日 最低水圧    Ｍｐa(   ㎏/cm2） 

測定場所 P-   ､H- 平均水圧    Ｍｐa(   ㎏/cm2） 

配水管 管種 口径 ㎜ 

分岐給水管 管種 口径 ㎜ 

メーター 

（局） 口         ㎜ 

（自己材）  □ 無 

（自己材）  □ 有  □ 遠隔測定式 （    個） 

□ その他   （    個） 

メーターバイパス 

ユニット 

メーカー名 

型式名 

 

  



様式第２（第６項第２号関係） 

 

水 給    号 

令 和  年  月  日 

 

 

         様 

 

鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者 

水 道 局 長              

 

 

 

直結増圧式給水事前協議（回答）書 

 

 

 

年  月  日付の事前協議について、下記のとおり回答いたします。 

 

 

記 

 

 

□ 直結増圧式給水が可能です。 

１．給水装置工事の申請にあたっては、「維持管理誓約書」の添付が必要となりま 

すので、その内容を十分確認のうえ、協議内容に基づき申請手続きを行ってくだ 

さい。 

 

２．建築規模や計画使用水量等が変更になる場合は、再度協議が必要となります。 

 

 

□ 直結増圧式給水は、次の理由により不可能です。 

  他の給水方式を採用してください。 

 

理由：                              

                                        

                                        

 

  



様式第３（第７項関係） 

  年  月  日 

 

維 持 管 理 誓 約 書 

 

鹿児島市水道事業及び 

公共下水道事業管理者殿 

 

申請者（所有者）             

住 所 

氏 名               （印） 

自署の場合は押印不要 

電 話 

 

直結増圧式給水による給水装置の維持管理について、下記事項を遵守することを誓約します。 

 

 

記 

 

建物所在地 
鹿児島市       町       番地 

丁目      番      号 

建 物 名 称 
 

 
給水装置番号 第      号 

 

（使用者等への周知） 

１．直結増圧式給水装置について次のような特徴を理解し、入居者（使用者）に周知させるとと 

もに、直結増圧式給水装置について問題が生じたときは当方で処理します。 

（１）停電や故障等により増圧ポンプが停止したときは、直圧用給水栓を使用します。 

（２）直結増圧式給水装置を設置した場合、受水槽のような貯留機能がないため、水道局の配水本

管工事及びメーター取替作業等の計画的及び緊急の断水等の場合には水の使用が出来なくな

ることを承諾します。 

 

（維持管理等） 

２．増圧装置及び減圧式逆流防止器は、年一回以上の保守点検を行うとともに、必要な維持管理を行い

ます。 

 

（緊急時対策等） 

３．緊急時に迅速かつ的確な対応が図れるように、ポンプ室及び管理人室等に緊急時連絡先の記入した

標示板を設置し、増圧装置には警報装置又は電話回線を利用した２４時間監視装置等を設置します。 

 



（損害の補償） 

４．直結増圧式給水装置に起因して、逆流または漏水等が発生し、水道局若しくはその他の使用 

者等に損害を与えた場合は、責任をもって補償します。 

 

（漏水等の修理及び事故処理） 

５．漏水などが発生した場合、入居者（使用者）、申請者及び管理人により速やかに適切に対処します。 

 

（紛争の解決） 

６．上記各項の条件を入居者（使用者）に周知徹底させ、直結増圧給水装置に起因する紛争等について

は、当事者間で解決し、水道局に対して一切迷惑をかけません。 

 

（管理人等の選任） 

７．下記のとおり、管理人及び維持管理業者を選任します。 

 

管 理 人 

鹿児島市         町          番地 

丁目      番       号 

フリガナ 

 

 

  

電話番号    （   ） 

 

維持管理業者 

鹿児島市         町          番地 

丁目      番       号 

フリガナ 

 

 

 

電話番号    （   ） 

 

（管理人等の変更） 

８．管理人及び維持管理業者の氏名、住所に変更があったときは、すみやかに水道局に届け出をします。 

 


